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そ
も
そ
も
・・・

　
政
務
活
動
費
っ
て
何
よ
？

そ
も
そ
も
・・・

　
政
務
活
動
費
っ
て
何
よ
？

相
次
ぐ
、不
適
切
な
使
用

　
支
給
金
額
の
多
い
議
会
の
議
員
に
集
中

　

地
方
議
員
の
調
査
研
究
や
そ
の
他
の
活
動
に
役
だ
て
る

経
費
の
一
部
と
し
て
、
自
治
体
か
ら
議
会
に
お
け
る
会
派

や
議
員
に
対
し
公
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
費
用
で
、
そ
の

額
や
支
給
方
法
は
自
治
体
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。

　

政
務
活
動
費
は
平
成
13
年
度
に
制
度
化
さ
れ
た
政
務
調

査
費
が
平
成
24
年
９
月
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
り
現
在

の
名
称
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

　

全
国
で
最
高
額
が
支
給
さ
れ
て
い
る
東
京
都
議
会
議
員

の
場
合
、平
成
26
年
度
で
、年
間
お
よ
そ
７
２
０
万
円
。（
沖

縄
県
議
会
議
員
は
、
３
０
０
万
円
。
那
覇
市
議
会
議
員
は
、

１
０
８
万
円
。）

　

地
方
自
治
法
で
は
政
務
活
動
費
の
収
支
報
告
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
個
々
の
費
用
の
執
行
は
個
別
に
判

断
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
政
務
活
動
費
の
使

途
は
、「
調
査
研
究
、
研
修
、
広
報
、
陳
情
活
動
、
会
議
、

資
料
作
成
、
資
料
購
入
、
事
務
費
、
事
務
所
費
、
人
件
費

な
ど
と
幅
広
く
、
こ
れ
ら
の
活
動
に
か
か
る
委
託
費
用
、

交
通
費
、
宿
泊
代
」
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
。
充
当
が
不
適

当
な
経
費
と
判
断
さ
れ
る
も
の
に
は
、「
政
党
活
動
、
選

挙
活
動
、
後
援
会
活
動
、
私
的
経
費
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

以
前
の
政
務
調
査
費
は
使
途
が
調
査
研
究
に
限
ら
れ
て

い
ま
し
た
が
、
改
正
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
使
途
の
支
出

を
政
務
活
動
費
と
し
て
認
め
る
か
は
各
自
治
体
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
事
実

上
は
議
員
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に
対
し
、
議
員
自
身
の
裁

量
で
処
理
さ
れ
る
経
費
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

領
収
証
の
添
付
を
義
務
づ
け
、
支
払
い
報
告
書
を
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
公
開
し
、
透
明
性
を
高
め
て
い
る
自
治

体
も
あ
り
ま
す
が
、
報
告
書
や
領
収
証
の
内
容
を
詳
細
に

チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
西
原
町
議
会
は
ど
う
か
と
言
う
と
、「
西

原
町
議
会
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
と
同
規

則
」（
平
成
13
年
４
月
１
日
施
行
）
に
基
づ
き
運
用
さ
れ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
各
議
員
に
は
、「
政
務
活
動
費
の

手
引
き
」
を
配
布
し
、
制
度
の
概
要
、
交
付
申
請
か
ら
収

支
報
告
ま
で
の
手
引
き
、
使
途
基
準
の
運
用
指
針
、
基
本

事
項
、
税
務
上
の
取
り
扱
い
に
至
る
ま
で
を
周
知
し
て
い

ま
す
。

　

西
原
町
議
会
は
、
議
員
一
人
に
対
し
、
月
額
１
万
円
、

年
間
12
万
円
の
政
務
活
動
費
を
、
前
期
・
後
期
の
半
年
単

位
を
原
則
と
し
、
４
月
と
10
月
に
６
万
円
ず
つ
支
給
さ
れ

ま
す
。

　

平
成
26
年
７
月
に
は
、
あ
る
兵
庫
県
議
会
議
員
（
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
や
テ
レ
ビ
・
週
刊
誌
な
ど
で 

   ”号
泣
議
員”     

と

話
題
に
）
が
年
間
に
１
９
５
回
の
出
張
を
し
、
約
３
０
０
万

円
の
交
通
費
を
請
求
し
て
い
た
こ
と
が
、
多
く
の
メ
デ
ィ
ア

で
報
道
さ
れ
た
事
を
き
っ
か
け
に
、
東
京
都
議
会
、
大
阪

府
議
会
、
京
都
府
議
会
な
ど
で
、
次
々
と
政
務
活
動
費
の

不
適
切
な
使
用
の
問
題
が
浮
上
し
ま
し
た
。

　

７
月
に
も
当
時
、
富
山
県
議
会
の
副
議
長
（
辞
職
）
が

４
６
０
万
円
を
不
正
取
得
す
る
な
ど
、
後
を
絶
た
な
い
状

態
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
交
付
さ
れ
た
政
務
活
動
費

を
使
い
切
る
た
め
、
年
度
末
に
不
自
然
な
支
出
（
切
手
の

大
量
購
入
等
）
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
点
も
問
題
と
な
り

ま
し
た
。

　

相
次
ぐ
問
題
浮
上
で
、
地
方
議
員
の
政
務
活
動
費
の
使

途
を
監
視
す
る
仕
組
み
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
る
事
態
に
発

展
し
て
い
る
状
況
で
す
。

　

い
や
ぁ
〜
そ
れ
に
し
て
も
、
我
々
町
村
レ
ベ
ル
の
議
員

か
ら
す
る
と
、
支
給
額
に
ビ
ッ
ク
リ
で
す
が
、
あ
る
意
味

羨
ま
し
い
限
り
で
す
。

　

月
額
15
万
円
〜
60
万
円
の
政
務
活
動
費
が
あ
れ
ば
、
拠

点
を
構
え
て
、
議
員
活
動
が
行
え
ま
す
。
ま
た
調
査
・
研

究
の
質
の
向
上
や
後
継
者
育
成
（
例
え
ば
、
事
務
員
や
秘

書
と
し
て
、
共
に
政
策
を
実
行
し
て
い
く
。）
な
ど
、
様
々

な
活
動
が
出
来
る
は
ず
で
す
。
や
は
り
、そ
の
為
に
は
「
議

員
個
々
の
自
覚
」、「
使
途
チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
強
化
」、「
情

報
公
開
」
が
大
切
で
す
。

　

先
に
も
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、
西
原
町
議
会
で
は
「
政

務
活
動
費
の
手
引
き
」
の
中
で
、
し
っ
か
り
と
使
途
基
準

が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
収
支
報
告
の
際
は
、
す
べ
て
の
領

収
書
の
添
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
研
修
費
で
は
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
報
告
書
の
添
付
も
義
務
付
け
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

資
料
購
入
費
で
購
入
し
た
図
書
に
つ
い
て
は
、
図
書
の
タ

イ
ト
ル
が
記
載
さ
れ
た
領
収
書
の
添
付
な
ど
を
義
務
付
け

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
提
出
さ
れ
た
収
支
報
告
書
は
、
西
原
町
議
会

事
務
局
職
員
に
よ
り
、
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
後
、
議

長
（
地
方
自
治
法
改
正
に
伴
い
、
町
長
か
ら
権
限
譲
渡
。）

へ
提
出
さ
れ
、
そ
の
写
し
は
町
長
に
も
提
出
さ
れ
ま

す
。
・
・
・
ご
安
心
く
だ
さ
い
（
笑
）

　

本
町
議
会
は
、
先
駆
け
と
な
っ
た
政
務
調
査
費
の
制
度

化
と
同
時
に
、
沖
縄
県
で
初
め
て
そ
の
制
度
を
導
入
し
ま

し
た
。

　

県
議
会
を
は
じ
め
他
市
町
村
議
会
は
、
平
成
20
年
頃
か

ら
徐
々
に
導
入
し
始
め
、
現
在
で
は
、
嘉
手
納
町
議
会
、

北
谷
町
議
会
、
南
風
原
町
議
会
な
ど
県
内
の
幾
つ
か
の
議

会
が
本
町
議
会
の
「
政
務
活
動
の
手
引
き
」
を
参
考
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
政
務
活
動
費
の
手
引
き
等
を
作
成
し
て
い
ま

す
。

＊
ち
な
み
に
、
沖
縄
県
議
会
が
収
支
報
告
書
に
領
収
書
の

添
付
が
義
務
付
け
ら
れ
た
の
は
、
平
成
20
年
７
月
１
日
で

す
。

【
意
見
１
・
・
・
廃
止
論
】

　

不
適
切
な
使
用
が
後
を
絶
た
ず
、
政
務
活
動
費
の
廃
止

の
議
論
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
報
酬
を
使
っ
て
政
務
活

動
を
行
う
議
員
が
果
た
し
て
ど
の
程
度
い
る
か
。
又
、
行

政
監
視
の
役
割
を
担
う
観
点
か
ら
、
議
会
活
動
に
も
支
障

が
出
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

【
意
見
２
・
・
・
報
酬
と
し
て
支
給
す
る
】

　

財
布
を
二
つ
に
分
け
る
の
で
は
な
く
、
報
酬
に
加
え
て

は
と
の
意
見
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
も
問
題
が
あ
り
、「
活

動
し
な
く
て
も
返
還
を
求
め
る
す
べ
が
な
く
な
る
」。

【
問
わ
れ
る
議
員
の
自
覚
と
モ
ラ
ル
】

　

右
の
意
見
は
政
務
活
動
費
の
廃
止
を
前
提
と
し
た
意
見

の
主
な
も
の
を
挙
げ
ま
し
た
。
色
々
な
議
論
は
あ
り
ま
す

が
、
一
番
大
切
な
の
は
、
議
員
個
々
人
が
負
託
を
受
け
た

「
自
覚
」
と
「
モ
ラ
ル
」
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
又
、
議

会
事
務
局
や
第
三
者
の
「
チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
強
化
」
を
お

こ
な
い
、
公
に
「
情
報
の
公
開
」
を
行
う
事
に
尽
き
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

少
な
く
と
も
現
在
の
西
原
町
議
会
に
お
い
て
は
、
し
っ

か
り
と
管
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

西
原
町
は
ど
う
な
の
？

県
内
で
初
め
て
取
り
組
ん
だ
自
治
体

西
原
町
は
ど
う
な
の
？

県
内
で
初
め
て
取
り
組
ん
だ
自
治
体

色
々
意
見
は
あ
る
け
れ
ど
・・・

　
結
局
は
、モ
ラ
ル
の
問
題

政務活動費の使途基準（西原町議会）
科　目

調査研究費

研  修  費

広報・広聴費

要請陳情等活動費

会  議  費

資料作成費

資料購入費

事務所費

事  務  費

　　　　　　充当経費の例示

議員が行う町の事務及び地方財務に関する調
査研究並びに調査委託に要する経費（調査委託
費、交通費、宿泊費等）

1.議員が行う研修会、講演会の実施（共同開催
を含む。）に要する経費

2.団体等が開催する研修会、講演会等への議員
及び議員の雇用する議員の参加に要する経費
（会費、交通費、宿泊費等）

議員が行う議会活動及び調整に関する政策等
の広報・広聴活動に要する経費（広報紙、報告書
等の印刷費及び送料、交通費等）

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動
に要する経費

1.議員が行う地域住民の町政に関する要望、意
見を吸収するための各種会議、住民相談会等に
要する経費

2.団体等が開催する意見交換等各種会議への
議員の参加に要する経費（会場費、機材借上費、
資料印刷費）

議員が議会審議に必要な資料を作成するため
に要する経費（印刷、製本費、原稿料等）

議員が行う調査研究のために必要な図書、資料
等の購入、利用等に要する経費（書籍購入費、雑
誌購読料等）

議員が行う活動のために必要な事務所の設置
及び管理に関する経費

議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経
費（事務用品、備品購入費、通信費等）

情けない
リン… 政務活動費の不適切な使用を伝える

報道記事（インターネット検索）

特
集
記
事

特
集
記
事


